
指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
六
・

五
・
一
四

映

画

美
乳
探
訪

不
埒
な
旅
路

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

巨
乳

は
さ
ん
で
咥
え
る

オ
ー
ピ
ー
映
画
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〰
〰
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〰
〰

告

示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

解
除
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
係
る
指
針
案
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
港
大
在
地
区
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
四

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
県
母

子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
大
津
町
二
丁
目
一
番
四
十
一
号

一
般
財
団
法
人
大
分
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

理
事
長

副

島

惠
美
子

二

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

日
田
市
大
字
鶴
河
内
字
向
山
四
四
五
四
番
三
、
四
四
五
四
番
四
、
四
四
五
五
番
四
、
四
四
五
五
番
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
一
二
号

五
月
二
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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〰
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道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
度
指
定
予
定
の

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に

関
す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
当
該
指
針
案
を
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六
月

十
日
ま
で
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
指
針
案
に

つ
い
て
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一
１

名
称

関
崎
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２

区
域

大
分
市
佐
賀
関
高
島
と
そ
の
周
辺
の
白
滝
島
、
船
間
島
、
ア
シ
カ
島
を
始
め
と
す
る
小
島
を
含
む
面

積
九
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

⑴

指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

⑵

指
定
目
的

大
分
市
佐
賀
関
の
佐
賀
関
半
島
東
部
に
位
置
す
る
高
島
本
島
と
周
辺
の
小
島
を
含
む
区
域
で
、
特

に
高
島
本
島
は
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
植
生
は
、
亜
熱
帯
植
物
が
よ
く
茂
り
、

ま
た
、
シ
イ
、
タ
ブ
等
の
広
葉
樹
の
ほ
か
、
マ
ツ
の
天
然
林
も
点
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様

な
自
然
環
境
を
反
映
し
、
国
内
最
南
端
の
ウ
ミ
ネ
コ
営
巣
地
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
多
数
の
鳥
獣
の

生
息
環
境
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
た
め
。

⑶

管
理
方
針

ひ
つ

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生

息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
シ
イ
、
タ
ブ
等
の
広
葉
樹
林
や
マ
ツ
天

然
林
、
亜
熱
帯
植
生
の
樹
林
な
ど
、
多
様
な
自
然
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

５

縦
覧
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

大
分
県
中
部
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部

二
１

名
称

宇
佐
神
宮
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２

区
域

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
の
寄
藻
川
右
岸
と
市
道
宮
迫
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
南
西
に
進

み
、
市
道
宇
佐
神
宮
裏
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
宮
迫
集
落
と
瀬
割
集
落
と
を
結

ぶ
集
落
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
集
落
道
を
西
に
進
み
、
宇
佐
神
宮
の
社
寺
有
林
と
民
有
林
と
の
境
界

と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
に
進
み
、
寄
藻
川
の
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
の
右
岸
を
北
東

に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

⑴

指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

⑵

指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
宇
佐
平
野
の
南
東
に
位
置
し
、
標
高
十
〜
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
地
帯
で
、
宇

佐
神
宮
を
含
め
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
チ
イ
ガ
シ
の
ほ
か
、
シ
イ
、
タ
ブ
、
ク

ス
な
ど
の
広
葉
樹
及
び
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が
群
生
す
る
う
っ
そ
う
と
し
た
森
林
を
形
成
し
て
お
り
、
鳥

獣
の
生
息
環
境
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
た
め
。

⑶

管
理
方
針

ひ
つ

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生

息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
鳥
獣
の
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持

し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

５

縦
覧
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室

大
分
県
北
部
振
興
局
農
山
漁
村
振
興
部

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

県
道
書
曲
野

田
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩

室
字
野
添
二
四
七
番
三

か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩

室
字
棚
田
二
四
二
番
三

ま
で

前

Ａ

三
三
・
四

〜
一
〇
・
九

一
七
九
・
五

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩

室
字
野
添
二
四
七
番
三

か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩

室
字
棚
田
二
四
二
番
三

ま
で

後

Ａ

三
三
・
四

〜
一
〇
・
九

一
七
九
・
五

Ｂ

二
五
・
四

〜
一
六
・
三

一
八
三
・
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

豊
後
高
田
市
堅
来
三
百
六
十
四
番
地

村
田

輝
之

豊
後
高
田
市
見
目
五
千
七
百
八
十
二
番
地

高
嶋

信
次

豊
後
高
田
市
香
々
地
四
千
二
百
四
十
二
番
地

松
原

伸
一

２

加
入
区

香
々
地
町
加
入
区

３

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
一
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

豊
後
高
田
市
見
目
七
百
五
の
九

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
香
々
地
支
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
港
大

在
地
区
の
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
及
び
当
該
使
用
料
に
係
る
延
滞
金
の

徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
市
大
字
大
在
六
番
地

株
式
会
社
大
分
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役
社
長

藤

澤

崇

資

二

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



グ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
八
雲

社
会
福
祉
法
人
親
愛
会
光
明
園

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
支
援
ホ
ー
ム

〃

大
字
志
生
木
一
四
五
―
九

〃

城
南
北
二
丁
目
二
―
一
〇

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

指
定
病
院
中

医
療
法
人
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
明

和
記
念
病
院

「

大
分
市
明
野
北
一
丁
目
二
―
一
七
」
を

医
療
法
人
岡
仁
会
大
分
共
立
病

院医
療
法
人
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
明

和
記
念
病
院

「

大
分
市
明
磧
町
一
丁
目
二
―
九

〃

明
野
北
一
丁
目
二
―
一
七
」

に
、

医
療
法
人
芝
蘭
会
今
村
病
院

医
療
法
人
岡
仁
会
大
分
共
立
病

院
「

〃

大
手
町
三
丁
目
二
―
二
九

〃

大
字
奥
田
三
〇

」
を

医
療
法
人
芝
蘭
会
今
村
病
院

「

〃

大
手
町
三
丁
目
二
―
二
九
」
に
、

医
療
法
人
梶
原
病
院

「

〃

大
字
中
殿
二
八
五
」
を

医
療
法
人
梶
原
病
院

「

〃

中
殿
町
三
丁
目
二
九
―
八
」
に
、

医
療
法
人
平
成
会
サ
ン
ラ
イ
ズ

酒
井
病
院

「

速
見
郡
日
出
町
一
八
二
七
―
一
」
を

医
療
法
人
平
成
会
サ
ン
ラ
イ
ズ

酒
井
病
院

「

速
見
郡
日
出
町
三
一
五
六
―
一
」
に
改
め
る
。

二

指
定
介
護
老
人
保
健
施
設
中

医
療
法
人
別
府
玄
々
堂
老
人
保

健
施
設
い
で
ゆ
の
園

大
分
県
厚
生
連
老
人
保
健
施
設

シ
ェ
モ
ア
鶴
見

「

別
府
市
大
字
北
石
垣
深
町
八
四
六
―
二

〃

大
字
鶴
見
四
三
三
三

」
を

医
療
法
人
別
府
玄
々
堂
老
人
保

健
施
設
い
で
ゆ
の
園

「

別
府
市
大
字
北
石
垣
深
町
八
四
六
―
二
」
に
、

医
療
法
人
社
団
仁
泉
会
老
人
保

健
施
設
メ
デ
ィ
ケ
ア
別
府

「

〃

中
島
町
一
四
―
六
」
を

医
療
法
人
社
団
仁
泉
会
老
人
保

健
施
設
メ
デ
ィ
ケ
ア
別
府

大
分
県
厚
生
連
介
護
老
人
保
健

施
設
シ
ェ
モ
ア
鶴
見

「

〃

中
島
町
一
四
―
六

〃

緑
丘
町
一
一
―
二
七

に
改
め
る
。

四

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

社
会
福
祉
法
人
親
愛
会
光
明
園

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
支
援
ホ
ー
ム

「

〃

大
字
志
生
木
一
四
五
―
九
」
を

「

」
に
、

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園

グ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
八
雲

「

〃

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九

〃

大
字
永
興
九
六
一
―
二
一

」
を

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ア
イ
リ
ス
清
心
園

「

〃

大
字
横
尾
四
四
五
一
―
一
九
」
に
改
め
る
。

〇
公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

次
期
Ｏ
Ｋ
パ
ソ
コ
ン
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

大
分
支
店

大
分
支
店
長

小

林

紀

征

大
分
市
都
町
一
丁
目
二
番
十
九
号

大
分
都
町
第
一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
四
階

五

落
札
金
額

」

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

役

名

氏

名

住

所

理

事

秦

忠

士

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中
二
八
七
二
番
地

〃

大

野

陽

一

〃

大
野
町
田
代
一
六
九
一
番
地
四

〃

森

下

健

児

〃

大
野
町
中
原
六
九
番
地
一

〃

足

立

厚

憲

〃

大
野
町
片
島
一
二
〇
四
番
地

〃

首

藤

康

男

〃

大
野
町
夏
足
一
六
一
六
番
地

〃

清

松

恒

一

〃

大
野
町
後
田
三
五
一
番
地

〃

森

常

喜

〃

大
野
町
北
園
七
九
九
番
地
二

〃

戸

伏

義

隆

大
分
市
大
字
鴛
野
八
八
六
番
地
の
五
二

〃

川

野

寅

馬

豊
後
大
野
市
大
野
町
小
倉
木
二
五
五
五
番
地

〃

細

井

克

久

〃

大
野
町
田
代
一
六
五
一
番
地
三

〃

伊

東

克

芳

〃

大
野
町
郡
山
一
三
九
番
地
一

監

事

松

井

博

司

〃

大
野
町
後
田
四
八
四
九
番
地

〃

三

代

重

吉

〃

大
野
町
中
原
一
六
九
九
番
地

〃

宇

川

弘

武

〃

大
野
町
大
原
三
八
二
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

秦

忠

士

豊
後
大
野
市
大
野
町
田
中
二
八
七
二
番
地

〃

細

井

克

久

〃

大
野
町
田
代
一
六
五
一
番
地
三

〃

森

本

秀

治

〃

大
野
町
小
倉
木
一
九
四
五
番
地

〃

後

藤

章

藏

〃

大
野
町
杉
園
二
二
五
五
番
地

〃

清

松

陽

一

〃

大
野
町
後
田
三
四
八
番
地

三
千
二
百
二
十
八
万
二
千
八
百
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
次
世
代
型
情
報
シ
ス
テ
ム
共
通
基
盤
運
用
保
守
業
務
委
託

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
九
州
南
部
公
共
ビ
ジ
ネ
ス
部

部
長

吉

川

健

治

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
三
百
二
十
万
八
千
九
百
三
十
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
野
町
土

地
改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



〃

衛

藤

寛

光

〃

大
野
町
大
原
二
〇
五
二
番
地

〃

衞

藤

文

昭

〃

大
野
町
桑
原
五
四
三
番
地

〃

今

村

修

明

〃

大
野
町
十
時
三
九
四
番
地

〃

後

藤

政

高

〃

大
野
町
夏
足
一
〇
七
五
番
地

〃

新

宮

幸

治

〃

大
野
町
田
代
一
八
四
九
番
地
一

〃

安

藤

久
美
子

〃

大
野
町
田
代
二
七
二
六
番
地
一

監

事

松

井

博

司

〃

大
野
町
後
田
四
八
四
九
番
地

〃

三

代

重

吉

〃

大
野
町
中
原
一
六
九
九
番
地

〃

原

野

智

行

〃

大
野
町
田
中
一
一
五
一
番
地

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

六


